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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注)  １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品・サービス 

  (1) 動力事業……航空機への電力・冷暖房気・圧搾空気等の供給 

  (2) 整備事業……特殊設備の整備および保守管理業務並びに建物・諸設備の整備および保守管理業務他 

  (3) 付帯事業……フードカートおよび航空機関連諸設備等の製作・販売ならびに受託手荷物検査装置の  

                  運用管理、ハイジャック防止装置の保全業務  

３ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 １ 会計方針の変更 (1) 棚卸資 

産の評価に関する会計基準の適用」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準につい

ては、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更による営

業損益への影響は軽微であります。 

４ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 １ 会計方針の変更 (2) リース 

取引に関する会計基準等の適用」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）およ

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19

年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

変更しております。この変更による営業損益への影響は軽微であります。 
  

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
(注)  １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品・サービス 

  (1) 動力事業……航空機への電力・冷暖房気・圧搾空気等の供給 

  (2) 整備事業……特殊設備の整備および保守管理業務並びに建物・諸設備の整備および保守管理業務他 

  (3) 付帯事業……フードカートおよび航空機関連諸設備等の製作・販売ならびに受託手荷物検査装置の  

                  運用管理、ハイジャック防止装置の保全業務  

３ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上

基準の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

平成19年12月27日）を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しております。この変更による営業損益への影響はありません。 
  

 
動力事業 
(千円)

整備事業
(千円)

付帯事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 

1,486,477 1,209,702 251,359 2,947,539 ― 2,947,539

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

― ― 3,414 3,414 (3,414) ―

計 1,486,477 1,209,702 254,773 2,950,953 (3,414) 2,947,539

営業利益 136,872 111,149 37,446 285,468 (187,754) 97,713

 
動力事業 
(千円)

整備事業
(千円)

付帯事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 

1,440,958 990,742 239,220 2,670,921 ― 2,670,921

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

― ― 2,668 2,668 (2,668) ―

計 1,440,958 990,742 241,888 2,673,589 (2,668) 2,670,921

営業利益 131,319 75,131 27,518 233,969 (177,441) 56,528
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
(注)  １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品・サービス 

 (1) 動力事業……航空機への電力・冷暖房気・圧搾空気等の供給 

 (2) 整備事業……特殊設備の整備および保守管理業務並びに建物・諸設備の整備および保守管理業務他 

 (3) 付帯事業……フードカートおよび航空機関連諸設備等の製作・販売ならびに受託手荷物検査装置の  

         運用管理、ハイジャック防止装置の保全業務 

３ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 １ 会計方針の変更 (1) 棚卸資 

産の評価に関する会計基準の適用」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準につい

ては、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更による営

業損益への影響は軽微であります。 

４ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 １ 会計方針の変更 (2) リース 

取引に関する会計基準等の適用」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）およ

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19

年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

変更しております。この変更による営業損益への影響は軽微であります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
(注)  １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品・サービス 

 (1) 動力事業……航空機への電力・冷暖房気・圧搾空気等の供給 

  (2) 整備事業……特殊設備の整備および保守管理業務並びに建物・諸設備の整備および保守管理業務他 

  (3) 付帯事業……フードカートおよび航空機関連諸設備等の製作・販売ならびに受託手荷物検査装置の  

         運用管理、ハイジャック防止装置の保全業務  

３ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上

基準の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

平成19年12月27日）を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しております。この変更による営業損益への影響はありません。 

  

 
動力事業 
(千円)

整備事業
(千円)

付帯事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 

2,897,505 2,271,724 477,597 5,646,827 ― 5,646,827

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

― ― 7,761 7,761 (7,761) ―

計 2,897,505 2,271,724 485,358 5,654,588 (7,761) 5,646,827

営業利益 429,232 213,510 35,675 678,417 (381,585) 296,832

 
動力事業 
(千円)

整備事業
(千円)

付帯事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高    

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高 

2,870,077 1,937,202 578,823 5,386,102 ― 5,386,102

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

― ― 6,952 6,952 (6,952) ―

計 2,870,077 1,937,202 585,776 5,393,055 (6,952) 5,386,102

営業利益 385,237 131,752 99,114 616,104 (379,331) 236,773
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４

月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年

９月30日) 

  

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計

期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月

１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９

月30日) 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

１．１株当たり純資産額 

  

 
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎 

  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

  

 386.52円
 

389.36円

項目
当第２四半期
連結会計期間末 

(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 5,391,261 5,430,910

普通株式に係る純資産額(千円) 5,391,261 5,430,910

普通株式の発行済株式数(千株) 13,950 13,950

普通株式の自己株式数(千株) 1 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株) 13,948 13,948
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２．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

第２四半期連結累計期間 

  

 
(注) １.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２.１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
(注) １.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２.１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(自  平成20年４月１日 
至  平成20年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 11.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
 

１株当たり四半期純利益金額 7.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―

項目 (自  平成20年４月１日 
至  平成20年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 154,136 98,340

普通株式に係る四半期純利益(千円) 154,136 98,340

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,948 13,948

(自  平成20年７月１日 
至  平成20年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 3.06円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
 

１株当たり四半期純利益金額 1.34円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―

項目 (自  平成20年７月１日 
至  平成20年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 42,693 18,667

普通株式に係る四半期純利益(千円) 42,693 18,667

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,948 13,948

２ 【その他】
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平成20年11月10日

株式会社エージーピー 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エージーピーの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エージーピー及び連結子会社の平

成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 鈴  木 真 一 郎  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 海  野  隆  善  印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 加  藤  敦  貞  印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

平成21年11月11日

株式会社エージーピー 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社エージーピーの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エージーピー及び連結子会社の平

成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 鈴  木 真 一 郎  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 海  野  隆  善  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 加  藤  敦  貞  印 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年11月11日 

【会社名】 株式会社エージーピー 

【英訳名】 AGP CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  広 池 君 夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港一丁目７番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

   (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号) 

  

  



当社代表取締役社長広池君夫は、当社の第45期第２四半期(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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